
　目的税（入湯税・都市計画税）の使途について

１．入湯税（地方税法第701条）

２．都市計画税（地方税法第702条）

Ａ

Ｂ

Ｃ

※　都市計画税は、各事業の一般財源の比率に応じて充当しています。
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（単位：千円）

入 湯 税 は 、 鉱 泉 浴 場 所 在 の 市 町 村 の 、 環 境 衛 生 施 設 、 鉱 泉 源 の 保 護 管 理 施 設 及 び 消 防

施設その他消防活動に必要 な施設の整備並びに観光の振興 （ 観 光施設の整備 を含む 。 ） に

要 す る 費 用 に 充 て る た め 、 鉱 泉 浴 場 に お け る 入 湯 に 対 し 、 入 湯 客 に 入 湯 税 を 課 す る も の

です。

令和６年度入湯税予算額 充当先の主な事業及び予算額

250千円　
観光費　32,596千円
（うち、観光誘客ポスター印刷費500千円へ充当）

都市計画税は 、都市計画法に基づいて行 う 都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて

行 う 土 地 区 画 整 理 事 業 に 要 す る 費 用 に 充 て る た め に 課 税 す る も の で す 。 令 和 ６ 年 度 当 初

予算にお け る 都市計画事業等及び こ れに 充当す る 都市計画税の状況は以下の と お り で す 。


